
１０５
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１４２

５
０
２
７
０

１４

１０３
６
４

２３
０

１３６

H29.4.1
現在

採用者数退職者数H28.4.1
現在

一般事務職
技 術 職
保 健 師
保 育 士
技能労務職
合 計

職 種

単位：人（１）職員の採用・退職の状況（H28.4.2～H29.4.1）
１．職員の任免及び職員数に関する状況

　人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した「坂城町人事行政の運営等の状況に関する条例」に
基づき、職員数や給与、勤務条件などの状況を公表します。

0 人

0 ％

0 人

0 ％

―

―比　　率（Ｂ/Ａ）

普通昇給期間（12 月）
を短縮して昇給した
職員数　  　　　（Ｂ）

技能労務職
0人

一般行政職
97人

代表的な職種

職員数  136人（Ａ）
合 計

区 分
（７）昇給期間短縮の状況（平成28年度）

３
０
１
４
０
８

410,719円

394,804円

373,460円

―

―

―

―

―

―

―

―

―

※一般行政職とは、税務職員・保健師・企業職員（下水道）・技能労務職など
を除いた職員をいいます。

43歳
６月330,531円

337,966円

322,500円町

県

国

技 能 労 務 職一 般 行 政 職
（H29年４月１日現在）

（３）職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢

区
分 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額

平均
年齢

平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

平均
年齢

45歳
３月
44歳
９月

※「坂城町一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による
職員数です。
※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

８

8.2

計課 長
主 幹
技 幹

係 長
主 査
主 任

標準的な
職務内容

区 分

（６）一般行政職の級別職員数の状況（H29年４月１日現在）

主事補
技師補

主 事
技 師 副参事 参 事

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

職員数 (人)

構成比 (％)

97

100.0

３

3.1

３

3.1

39

40.2

28

28.9

16

16.5

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採
用後の年数をいいます。

７年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況

区 分

一般行政職
259,600円

―

229,900円

―

大学卒

高校卒

311,900円

―

経 験 年 数
（H29年４月１日現在）

※人件費とは、特別職の給料や報酬、職員の給料・手当・共済費などです。
※特別職とは、町長・副町長・教育長・町議会議員・農業委員会委員・教育
委員会委員・監査委員・選挙管理委員会委員・消防団員及び各種審議会委
員などをいいます。

17.29％72,683
千円

6,381,695
千円15,185人

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本台帳人口
(H29.3.31 現在 )

（１）人件費の状況（H28年度普通会計決算額）
２．職員の給与の状況

1,103,432
千円

※職員手当とは、扶養手当・管理職手当・時間外勤務手当・宿日直手当・通
勤手当などで、退職手当は含まれていません。

134人

１人当たり
の給与費
（Ｂ/Ａ）計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給 料

給与費（千円）職員数
（Ａ）

（２）職員給与費の状況（H29年度一般会計当初予算）

485,623 92,005 186,196 763,824 5,700千円

研修派遣による

欠員補充等による増
欠員補充等による増

事業見直し等による減

増 減 理 由増減数

―
１
―
５
１
―
―
―

△１
―
―
―
―
６

２
２７
１０
３８

９
１

１１
５

１０
１５

４
２
２

１３６

職 員 数

議会事務局
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木
教 育
下 水 道
国民健康保険
介 護 保 険
合 計

部 門

（２）部門別職員数の状況と増減（分類は定員管理調査による）

２８年度

単位：人

坂城町県国区 分

（４）職員の初任給の状況（H29年４月１日現在）

一般行政職
188,200円

153,300円

大学卒

高校卒

※初任給は、試験採用によるものです。

181,500円

148,800円

178,200円

146,100円

２９年度
２

２８
１０
４３
１０

１
１１

５
９

１５
４
２
２

１４２
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人事行政の運営等の状況

９．不利益処分に関する不服申し立ての状況（平成28年度）

８．勤務条件に関する措置の要求の状況（平成28年度）

３か月以内

（３）育児休業の状況（平成28年度）

平均取得日数制 度 の 概 要
（２）有給休暇の状況（平成28年度）

午前８時30分

休憩時間終了時刻
（１）職員の勤務時間（平成28年度）
３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 （８）職員手当の状況（平成28年度）

職員全体に占める
手当支給職員の割合

特殊勤務
手　　当
（28年度）

全 職 種区 分

支給対象職員 1人
当たりの平均支給年額

手当の種類（手当数）

代表的な手当の名称

4.3％

廃棄物、汚物等処理手当

18,191円

用地交渉手当

徴収手当

６種

時間外勤務手当
（28年度）

支 給 総 額

職員１人当たり支給年額

47,040千円

313千円
※選挙  投票・開票事務の手当も含まれています。

開始時刻

午後５時15分 午後０時～午後１時

１年につき20日付与
※付与された翌年に限り繰越可能（最大40日） 5.3日

取得者数
取 得 期 間

３人
３～６か月 １～３年６～12か月

３人

※分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行わ
れる処分で、公務能率の維持を目的として行われます。

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われます。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成28年度）
分 限 処 分 者

免職
―

計
―

戒告
―

減給
―

停職
―

免職
―

計
２

降任
―

休職
２

懲 戒 処 分 者

（１）営利企業従事制限にかかる許可の状況（平成28年度）
５．職員の服務の状況

申請件数 許可件数 内 容
46件 46件 消防団員・統計調査員など

１
33
５
39

講座数 受講者数
（人）研 修 区 分

６．職員の研修の状況（平成28年度）

内 容

職員接遇研修
専 門 研 修
全職員対象研修

計

78
266
278
622

職員接遇研修
一般行政職員研修など
人事評価制度研修など

認 定 件 数区 分
（３）公務災害補償の認定状況（平成28年度）

　地方公務員法に基づく職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項を実施するため、坂城町職員互助会を設置し各種事業
を行っています。

（２）職員互助会の設置

（１）職員の定期健康診断の状況（平成28年度）
７．職員の福祉及び利益の保護の状況

健 康 診 断 の 種 類 受診者数
定期健康診断（健康スクリーニング）

人間ドック
47人
92人

公務災害
通勤災害

―
―

要求件数　なし

申し立て件数　なし

区分

勧奨の場合（勤続15年
以上59歳未満）８号俸無退職時特別昇給

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

支給率

国に同じ

期末手当

1.225月分

1.375月分

2.600月分

6月期

12月期

計

退職
手当

期末
及び
勤勉
手当

坂 城 町国
勤勉手当

0.750月分

0.850月分

1.600月分

期末手当

1.225月分

1.375月分

2.600月分

勤勉手当

0.750月分

0.850月分

1.600月分

有職制上の段階、職務の
級等による加算措置

自己都合 勧奨・定年

20.445月分

29.145月分

41.325月分

49.59月分

25.55625月分

34.5825月分

49.59月分

49.59月分

自己都合 勧奨・定年

20.445月分

29.145月分

41.325月分

49.59月分

25.55625月分

34.5825月分

49.59月分

49.59月分

扶養手当

国の制度
との同異

国の制度と
異なる内容

区　分
（28年度） 国の制度

扶養親族のある職員に
支給されます

住居手当

通勤手当

借家又は借間に居住
し、一定額以上を超え
る家賃を支払っている
職員に支給されます

通勤のために交通機関
等を利用して、その運
賃等を負担することを
常例とする職員に支給
されます

異

一部異

同じ ―

長野県と同額

町外に自ら居
住する住宅を
借 り、月 額
12,000 円を超
える家賃を支
払っている職
員は、相当す
る額の 1/3

810,000円

670,000円

602,000円

月 額区 分

（９）特別職の報酬等の状況（H29年４月１日現在）

給 料

町 長

副 町 長

教 育 長
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